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〈論 説〉

水資源の保護 と差止請求(1)

一 水質汚濁に関する差止請求の判例分析を中心として一
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1は じめに

水資源の利用は、その目的に応 じた適切な水質が確保 されてはじめて意味を

もつ。い くら必要水量が確i保されていた としても、その用途に応 じた水質が保

持されていなければ水利用の目的は達成 されないからである。河川水や地下水

等の水質の悪化防止またはその改善は、水資源の保護のために最 も重要な課題

である。 とくに、飲用水については人の生命や健康 に直接影響を与えるため、

水質確保に関する積極的な施策が要請 される。最近、国民の関心が高 まってい
け

る安全でおい しい飲用水を供給するためにも、水質保全の対策は一層鮪視 され
z)

るべきであろう。

水質汚濁に関する紛争の歴史は、比較的新 しい。水資源を利用できる権利の

視座からみれば、水利権の侵害 と解 されたケースは、水量の枯渇あるいは減少

をまねいた事案が圧倒的多数を占めてきた。すなわち、水利権の保護 は、伝統
s)

的に水量侵害に対する権利の保護 として捕捉されてきたのである。
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しか し、産業構造の変容をもたらした戦後の高度経済成長を機 に、水質汚濁

に関する争いが頻発するようになった。近時でも、廃棄物処理施設の建設 ・操

業をめ ぐる裁判例のように、健康被害をもたらす深刻な水質汚濁の危険性を孕
4)

んだケースが散見される状況にある。さらに、循環資源 としての水の重要性が

認識され るに したがい、水循環の観点から、水資源の量 と質の両面にわたる保

護およびその利用のあ り方について再考が迫 られているといってよい。

そこで、本稿は、水資源の保護に効果的かつ適合的な救済方法である差止請

求について取 り扱 う。差止請求権は、他人の違法な行為により権利または利益

が侵害 されるおそれがある場合に、その侵害行為をやめるように請求す る権利

であるが、水質汚濁については、それによって健康被害が生 じる可能性が疑わ

れ る場合に差止請求がなされ ることが多い。 まず、本稿では、水質汚濁に関す

る差止請求の戦後の裁判例を分析することによって、差止請求の問題点 とその

解決の糸口を探究する。そして、水利権のような水利用権限を有す る者 による

差止請求のみならず、水道利用者のような水源に対する利用権限をもたない者

による差止請求の法的構成 も視野に入れた、水資源の保護のあ り方について考

察 していきたい。

2水 質汚濁に関する差止請求の判例分析

(1)萌 芽期(昭 和30年 代)
5)

わが国の戦後の水質汚濁に関する差止請求の裁判例について、萌芽期(昭 和

30年 代)、 台頭期(昭 和40年 代)、 規模拡大 ・沈滞期(昭 和50年 か ら64年)、 転

換期(平 成元年から5年)、 定着期(平 成6年 以降)の5つ の期間に区分 し、各
G)

期のそれらの特徴について考察 していきたい。

水の汚染を理由に差止めを求める裁判例が見 られるようになるのは、昭和30

年代後半か らである。戦後の経済復興期を経て昭和30年 代 に入ると、公害問題

が深刻化 し、社会的関心 を集めるようになったが、 これ ら公害のケースは、煤

煙、塵埃、騒音、震動についての紛争であ り、 しかも不法行為 に基づ く損害賠

償 を認容するにとどまり、現実的にその加害行為を差止めるにいたったものは

皆無であった といってよい。 このようななか、地下水汚染、悪臭 ・害虫の発生
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という生活妨害に対 し、侵害行為の差止めを認容 した判決が現われた。 し尿投

棄の禁止仮処分を認めた大津地判昭37・9・10下 民集13巻9号1812頁 である。

本事案は、原告(大 津市)が 山奥に素堀の露天穴を掘 り、 し尿を投棄 していた

ところ、当該露天穴の下方に居住する住民が、 し尿投棄により井戸水の汚染お

よび豪雨時の汚水の温出、害虫 ・悪臭の発生の被害 を受けるおそれがあるとし

て、投棄の禁止を求めた ものである。大津地裁は、ここでのし尿処理方法は極

めて不潔かつ非衛生的であり、一般社会生活上受忍すべき程度を超えたもので

あると認め、所有権に基づ く物上請求権の行使 として妨害の排除および予防措
り

置を請求 し得 ると判示 した。

損害賠償は認容するものの、侵害行為の差止めにっいては否定 した判決 とし
N)

て、甲府地判昭33・12・23下 民集9巻12号2532頁 がある。本ケースは、パルプ

廃液を河川に排出 したため当該河川を利用する養魚業者の鯉を死滅させ、餐鯉

を不能にさせた として、パルプ会社 に対 して流水使用権 に基づ く廃水の流出禁

止および鯉の死滅による損害の賠償等を求めたものである。当判決は、廃液放

流禁止の請求について、原告は用水を管理する水利組合の組合員ではな く、河

川の流水を事実上使用 してきたにすぎないから、流水を排他的、独占的に使用
の

する権利を有するとは認められないとして、請求を棄却 した。 もっとも侵害行

為当時において養魚用の流水使用権が認め られた としても、原告はすでに養鯉
io)

業を廃業 しているか ら、流水使用の目的およびその必要性の喪失を理由に、当

該流水使用権は消滅 していると判断された可能性 も否定できないであろう。

(2)台 頭期(昭 和40年 代)

昭和40年 代は、公害問題が脚光を浴びた時期である。同42年 から44年 にかけ

四大公害訴訟が提起 され、同46年 から48年 までにそれらは原告勝訴の判決が確

定 した。また、公害対策基本法が同42年 に制定され、3年 後には同法1条 の 「経
ロリ

済との調和」条項が削除された。昭和40年 代は、四大公害訴訟に代表 されるよ

うに、損害賠償訴訟が多 く提起 されるとともに、差止訴訟 も次第に存在感を増

して くることになる。

広島地判昭46・5・20判 時631号24頁 は、 し尿 ・ごみ処理場の建設工事禁止

の仮処分を認容 した裁判例である。 し尿処理場およびごみ処理場の建設を計画
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し、用地買収 した ところ、当該施設の操業 により水質汚濁 ・大気汚染等が発生

し、周辺住民の健康や作物に被害が生 じるとして、建設差止めの仮処分を求め

たケースである。広島地裁は、「本来健康は財産的な補償になじまないものであ

るか ら、 このような生命身体に対する侵害 に対 しては事前にせ よその侵害の予
iz)

防として本件 申請の如 き差止請求を認容すべきものである」 と判示 した。

本判決の控訴事件である広島高判昭48・2・14判 時693号27頁 は、控訴を棄

却 した。広島高裁は、「多数の被害者が健康にも影響を及ぼす程度の被害を受け

居住地、住居 を生活活動の場 として利用することが困難 となる蓋然性が高い場

合には、その被害は金銭的補償 によって回復 し得 る性質のものではないか ら、

た とえ公害発生原因 とな る施設が公共性の高いものであっても、他に特別の衷

情のない限 り受忍の限度をこえるものとして差止請求が許 され る」 と述べ、健

康被害の発生の蓋然性が高い場合には、施設の公共性が高 くて も、他の特別の

纂情のない限 り受忍限度を超 えると判断 した。公共性について、違法性阻却事

由としての機能をもたせ るのではな く、また受忍限度の判断要素 として も重視

せず、被害が受忍限度を超える場合には公共性があっても差止請求が認められ
13)

るとした点に重要な意義がある。当該判決は、公共嫌悪施設につき用地買収を

終えた段階での衷前差止請求であり、それを認容 した先駆的 ・画期的判決であ
14)

るとの位置づけがなされている。一審で差止めを認容 した判決 は、控訴 されて

覆って しまうものが大部分であるなか、本件 は控訴審 においても差止めを正当
,>

と認めた唯一の裁判例である点においても、注目すべきである。

広島高裁昭和48年 判決は、 し尿 ・ごみ処理場の建設 を計画 し、用地買収 した

時点での肇前的差止請求であるのに対 し、 し尿処理施設の増設計画に際 し、増

設に伴 う悪臭および水質汚濁の増幅を理由 とする工事禁止の仮処分を申請 した

裁判例 として、鹿児島地判昭47・5・19判 時675号26頁 がある。当該判決は、

本件増設工事後のし尿処理によって放出される悪臭 ・放流水 について、近隣住

民に対 して受忍限度 を超える被害を及ぼすおそれがあるとい う疎明がないとし

て、土地所有権等に基づ く妨害予防請求を理由な しとするとともに、環境権侵

害を理由とする本件増設工事の差止めを求める主張を退けた。
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(3)規 模拡大 ・沈滞期(昭 和50年 から64年)

昭和50年 代になると、差止訴訟は規模が拡大 し、損害賠償訴訟に比肩する地
F

位 を 占め る よ うに な る が 、 差 止 請 求 の 認 容 判 決 は極 め て 限 られ て い た 。 昭 和50

年 か ら64年 まで の 間 で 、 水 質 汚 濁 に関 す る差 止 請 求 が な され た 裁 判 例 は 、 千 葉

地 決 昭50・1・ll下 民集26巻1=4号1頁 、 熊本 地 判 昭50・2・27判 時772号

22頁 、 千 葉 地 決 昭51・8・31判 時836号17頁 、 松 山 地 西 条 支 判 昭51・9・29判

時832号24頁 、東 京 高 決昭52・4・27判 時853号46頁(前 掲 千 葉 地 決 昭51・8・

31の 抗 告 事 件)、 東 京 地 八 王 子 支 決 昭52・7・20訴 月23巻7号1259頁 、徳 島 地

判 昭52・10・7判 時864号38頁 、 静 岡 地 浜 松 支 決 昭53・8・3判 時897号16頁 、

東 京 高 決 昭54・2・28下 民 集30巻1=4号84頁(前 掲 東 京 地 八 王 子 支 決 昭52・

7・20の 抗 告 事 件)、 那 覇地 判 昭54・3・29判 時928号3頁 、 熊 本 地 判li召55・4・

16訴 月26巻7号lll6頁 、 東 京 高 決 昭55・9・26判 時980号36頁(前 掲 静 岡 地 浜

松 支 決 昭53・8・3の 控 訴 審 判 決)、 広 島地 判 昭57・3・31判 時1040号26頁 、

岐 阜 地 判 昭58・10・24判 時llO6号128頁 、 広 島 高 判 昭59・Il・9判 時ll34号45

頁(前 掲 広 島地 判 昭57・3・31の 控 訴 審 判 決)、 大 分 地 決 昭59・12・24判llpllGO

号140頁 、 奈 良 地 五 條 支 判 昭61・3・27判 時1200号ll4頁 、 大 阪 地 判 昭61・6・

16判 時1209号67頁 、 高 松 高 判 昭61・ll・18訴 月33巻12号2871頁(前 掲 徳 島 地

判 昭52・10・7の 控 訴 審 判 決)お よ び静 岡地 決 昭62・8・31判 時1264号102頁
の

である。

これらのなかで、請求を認容 したケースは、前掲熊本地判昭50・2・27、 前

掲徳島地判昭52・10・7お よび前掲広島地判昭57・3・31に しかすぎない。 し

かも、徳島地裁昭和52年 判決および広島地裁昭和57年 判決は控訴され、差止認

容が覆されている。 したがって、実質的には、熊本地裁昭和50年 判決のみが差
18)

止めを認めた判決であるといってよいであろう。

熊本地裁昭和50年 判決は、 し尿処理施設の建設予定地周辺に居住する漁民等

が、本件施設からの放流水によって海水が汚染され漁業等に重大な被害が生じ、

また悪臭によって健康被害が発生するとして、漁業権等の物権、人格権 または

環境権に基づき本件施設の建設差止めを申請 した事件である。本判決は、特定

の部落居住者が漁業や生活上の被害を受ける蓋然性が高いと認定 したうえで、

「その居住地、住居を生活の場 として利用することを困難 とさせ るに等 しく、 こ
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のような場合には、た とえ本件予定地に建設 されるものが本件施設のように公

共性の高いものであつても、その建設を許容すべき特別の事情がない限 り、受

忍限度を越 える違法なものとして建設差止が認められ るべきである」 と判示 し
し　　

た。熊本地裁は、公共嫌悪施設の公共性について、それ自体を違法性減殺事由

として扱わず、被害発生の蓋然性が高い場合には、特別の事情のない限 り受忍

限度を超える違法性があるとした。 この考え方は、前述の広島高裁昭和48年 判
zoo

決の判断を踏襲 したものである。また、建設を許容する 「特別の事情」の検討

の際に環境への影響調査を実施すべ きである旨を述べ、 その不履行 と住民との

話 し合いの欠如を理由に特別の事情はないと判断 しているが、 この手続的暇疵

を重視する姿勢は、平成9年 制定の環境影響評価法に基づ くアセスメン ト義務
21)

を私法上の義務 と解す る見解 と通底するように思われ る。

前掲広島地判昭57・3・31は 差止めを認容 したが、その控訴審判決である前

掲広島高判昭59・ll・9は 、仮処分を取消 し、申請を却下 した。当該事案は、

ごみ埋立処分場の建設計画 に対 し、地元住民らが当地に本件処分場が設置され

ると水質汚濁等の公害発生のおそれが生 じるとして建設工事の着工等禁止の仮

処分を申請 したものである。原審判決は、環境汚染の地域的包括的な予測 と地
zz)

域住民の人格権 を接合させた点に特徴がある。すなわち、「環境汚染 という事の

性質.ヒ、それが個々人の次元で誰にいかなる被害を及ぼすかは本来予測できる

ものではないから、一定程度の環境汚染の地域的包括的な予測が疎明されれば、

それは即ち地域住民個々人に被害 を及ぼす蓋然性が認められ るとい う意味で当

該個人の権利、即ちその人格権 を侵害するおそれがある」 と判示 したのである。

そして、本件施設か ら汚水が浸出 し、土壌および地下水 を汚染する蓋然性が否

定できないこと、水質汚濁の被害は飲料水や農作物の摂取を通 じて、住民の生

命 ・身体にも影響を及ぼすおそれが大きいことを認め、当該施設の建設禁止を

求める申請を認容 した。また、差止請求の法的構成 について、広島地裁 は人格

権にその根拠 を求めたのに対 して、・控訴審 は、 「人格権は被保全権利た り得 る」

とした うえで、所有権侵害の場合の被侵害利益を財産的利益 と人格的利益(人

がこれを利用 して生命健康を維持 し快適な生活をする利益)に 二分 し、被保全

権利 として土地所有権 を主張するときに人格的利益 に言及するのであれば、そ

れは人格権の内容 と同じであるか ら、人格権に対するものとして土地所有権の
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判断をすればよいと述べる。 さらに、受忍限度について 「人が生命、健康 に被

害を受けた ときは、如何 に些細なものであっても、ある意味では金銭によって

償いえないもの、他にかえ難いもの といえ、 したがって、それに対する加害の

違法性は強い。 しか しなが ら、それだからといって、人の生命、健康に対する

侵害の場合は、始めから受忍限度を問題 とする余地がないとはいえない」 と論

じた うえで、地下水汚染によって生命、身体、健康に受忍限度を超える被害を

与えることの蓋然性 はいまだ疎明されていないとして、申請を却下 した。控訴

審判決は、被害発生の蓋然性の判断にあたって受忍限度を超える被害の発生の
'11)

蓋然性に言及 しているが、原審判決は受忍限度論には触れていない。 この点の

相違が、結果的に結論の差異をもたらしたひとつの法理論的な要因でもあろう。

原審および抗告審 ともに差止請求を否定 した裁判例 として、前掲'ilt岡地浜松

支決昭53・8・3(原 審)お よび前掲東京高決昭55・9・26(抗 告審)が ある。

当ケースは、浜名湖に注 ぐ河川の沿岸に衛生工場(し 尿処理場)を 建設す る計

画をし、着工予定 としていた ところ、浜名湖に漁業権を有する漁協の組合員で

カキの養殖を営む漁民 らが、その放流水が湾内の水質を汚濁 し養殖が不可能に

なるとの理由で人格権、漁業権行使権等に基づいて建設差止めの仮処分を申請

したものである。原審は、本件施設につき公共性が高 く、漁業被害は金銭賠償

で賄いうる被害であ り、赤潮も毎年必然的に発生するわけではな く、すべて受

忍限度内の被害であるとして申請を却下 した。抗告審では、「カキ養殖事業にとっ

て本件処理場の建設、排水がその受忍限度を越え決定的な打撃 となる蓋然性の

あることについては、その疎明ありといえない」 と判示 された。本件において

も、水質汚濁によって生 じる被害の受忍限度および処理施設の公共性について

の解釈が論点 となっている。ここでの公共性に関する考え方は、受忍限度を超

えている場合には公共性があっても差止めが認められるとした熊本地裁昭和50
za>

年判決および広島地裁昭和57年 判決 とは一線を画 している。すなわち、当決定

は、公共性を受忍限度判断の枠外にxyaくのではな く、判断の一要素と捉えてい

るのである。 この見解は、受忍限度を超えている場合でも公共性があれば差止

めは認容されない と解す る余地もあるとした前掲徳島地判III52・10・7の 立場

に近似すると考 えられ る。

徳農地裁昭和52年 判決は、本件ごみ焼却場の建設により、付近住民に受忍限
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度を超える被害 を及ぼす蓋然性が認められ、 このような施設の建設が認められ

ないとして も、 この種の施設は極めて公共性が高 く、一般廃棄物の処理が法律

によ り義務づけられ、市内の どこかに建設 しなければならない性質の ものであ

るので、環境アセスメントを行い、立地条件が本件土地 より優れている土地が

他にないことを確かめたうえ、その調査結果を周辺住民に示 し、公害防止対策

や補償問題などをも含めて、住民に十分説明 し誠意を尽 して交渉 していると認

められる場合には、住民に対す る補償の履行、操業開始後故障等 により予定以

上の有害物質を出 した場合の操業中止等の措置の確約などを条件 に、施設の建

設自体は許容 されるべ きと解す る余地もあると述べ、公共嫌悪施設の公共性に

っいて重視する態度を示 した。そして、当該施設の必要性 を肯定 しながらも、

近隣住民に被害 を及ぼさないように留意 し、慎重な調査、交渉を行 う責務 を全

うしなかったことを理由に、建設差止めを認容 したのである。 また、差止めの

要件である被害発生の蓋然性について、住民側の立証責任の軽減 を図った点に
zs)

おいても注 目に値する。すなわち、「住民側 としては、当該施設の規模 ・性質お

よび立地条件からして、 自己 らに受忍限度を超 える公害被害の一般的抽象的蓋

然性があることを立証すれば足 り、右立証がなされた場合には、建設者の方で

右のような蓋然性にもかかわ らず、当該施設から受忍限度を超える公害は発生

しない と断言できるだけの対策の用意がある旨の立証を尽さない限 り、その建

設は許 されない」 と判示 したのである。 さらに、当該判決は、人格権をはじめ

土地 ・建物の所有権 ・賃借権 ・占有権、水利権 ・引水権 に基づいて差止請求を

認めている。土地利用や水利用の権限をもつ者が、それ らの権限に基づいて差

止めを請求 したケースであるが、周辺住民の健康上の被害を重 く見ていること

か ら、差止請求の根拠 として人格権 を中核に据えていると思われる。

これに対 して、控訴審である前掲高松高判昭61・ll・18は 、人格権について、

「そもそも実定法に根拠のない新 しい権利、特に排他性、絶対性を備えた権利の

承認を求めようとするならば、その権利の内容を明確にすることが不可欠であ

るというべきところ、(中 略)人 格権はその内容がおよそ不明確で、権利 として

の枠組み も、権利体系ない し私法秩序の中での位置付けも明 らかではな く、実

定法上の権利 としての承認を要求 し得るだけの実体を備えているとは到底いい

難い」 と説述 し、実定法上の排他的権能を有する権利 としての これを否認 した。
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そして、本件施設の建設によって付近住民 らに発生するおそれのある被害が、

社会生活上一般人において受忍すべき限度を超える蓋然性が存在することにつ

いては、その立証責任は住民 らにおいて負担すべきであるとしたうえで、 この

蓋然性についての疎明がないとして、住民側の申請を却下 したのである。

昭和50年 か ら64年 までの間において、水質汚濁に関 して差止請求がなされた

裁判例の大部分は、それを否定 したものであった。上述 した熊本地裁昭和50年

判決が唯一の、差止認容が確定されたケースである。当期間において水質汚濁

に関する差止訴訟は、損害賠償訴訟 と同列の地位を獲得するにはいたったが、
zc)

差止めを積極的に認容する裁判例 は、昭和40年 代 と比べると少なくなり、差止
'L8

訴訟の沈滞化が顕著に現われているといえよう。

(4)転 換期(平 成元年から5年)

年号が昭和か ら平成 に変わると、水質汚濁に関する差止めの裁判例の状況が

一転する。

昭和期においては、差止請求の裁判例のおおむね半数がごみ処理施設の建設・

稼働をめ ぐる=!案 であった。そして、それ らの ごみ処理施設のケースは、一審

では建設の差止めが認められても、控訴審ではそれが否定 され、rX終 的に差止

めが確定 した裁判例 は存在 しない状況である。一方、差止認容が確定 した窮案

は、 し尿処理場(ご み処理場併設を含む)お よび し尿処理作業に関するケース

のみであった。

平成期に入 ると、廃棄物処理施設をめ ぐる紛争が頻発するようにな り、 しか

も、判例集等に登載された産業廃棄物処分場に関する裁判例は、1件(前 橋地

決平13・10・23判 時1787号131頁)を 除いて、すべてが差止めを認容(一 部認

容を含む)し ている。差止めが否定 されたケースは、一般廃棄物処分場をめぐ

る事案の2件(後 掲福岡高判平15・10・27お よび後掲福島地いわき支判平13・

8・10)だ けである。

裁判例の事案の傾向としては、以上のような分析が可能であるが、裁判理論

としてはどのような動向を読み取 ることができるであろうか。判例理論の特徴

を理解す る手がか りとなるのが、「浄水享受権」 とい う概念である。

水源の清浄 さを確保する権利である浄水享受権は、大津地判平元 ・3・8判
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時1307号24頁 において原告 らによってはじめて主張された権利概念である。本

判決は、当該権利について検討 し、①水源が汚濁 しても、浄水処理により飲料

水、生活用水 として適格な水質 となれば、人の健康には影響を及ぼさないから、

水源の清浄 さを権利内容 とす る必要性に乏 しい こと、②河川の流水は私権の目

的とならない と規定されている(河 川法2条2項)こ とか らすれば、流水の属

性である清浄 さも私権の目的 とはならないこと、③成文法上の根拠が簿弱であ
zs>

ること等を理由 として、私法上の差止請求権の根拠 とはな りえないと判断 した。

その一方で、大津地裁は、人格権について私法上 これを定めた直接の規定 は存

在 しないと論 じたあとで、法秩序の中で、個人の生命、身体等が所有権等の物

権よ り重要であることは明白であるとして、人格権を根拠 とする差止請求権 を

肯認 した。そのうえで、 「人格権に基づ く差止請求権が発生するか否かは、抽象

的には、被侵害者の被 る(も しくは、被るであろう)人 格権の侵害の程度 と差

止による侵害者の活動の自由を制約することにより発生する損害を比較 し、侵

害の程度が被侵害者の受忍限度内か否かにより決せ られるべ きものである」 と

述べ、これを具体的に本件では、「被侵害者が生活上大部分の時間を過 ごす場所

において継続的に侵害を受け、または受ける可能性がある場合でなければな ら

ない」 と判示 した。結論 として、当判決は、受忍限度を超えた人格権侵害の発

生が高度の蓋然性 をもって立証されたものとはいえない として請求を棄却 した

のであるが、人格権に基づ く差止請求権を認容 した点は評価されてよいであろ

う。
3U)

環境権の具体化として主張された浄水享受権について裁判所の判断が注目さ
31)

れていたところ、浄水享受権 という用語を使用 してはいないが、「人格権 として

の身体権の一環 としての適切な質量の水を確保する権利」に言及する裁判例が

平成4年 に出現 した。仙台地決平4・2・28判 時1429号109頁 は、産業廃棄物

安定型最終処分場の使用操業を予定 していたところ、周辺住民らに水質汚濁等

の差 し迫った危険性があるとして、当該処分場の使用操業の禁止を命 じたケー

スであ り、廃棄物処理施設の建設 ・操業をめぐる差止めの法理論に関 して指導

的役割を果た した決定である。本決定は、飲用水 ・生活用水 として使用 されて

いる井戸水 ・沢水が本件処分場の操業によ り汚染され、人格権が侵害される高

度の蓋然性が認め られ、かつ保全の必要性 も容認されると判断 して、同処分場
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:1'L)

の使用操業の禁止を命 じたのである。

当決定は、物権の場合 と同様 に排他性の現れ として、人格権侵害を根拠に侵

害行為の差止めを請求することができると論及 したうえで、健簾に支障をきた

さない、身体権の一環 としての適切な質量の水を確保する権利 と、一般通常人

の感覚に照らして飲用 ・生活用 に供するのを適当とする、平穏生活権の一環 と

しての適切 な質量の水を確保する権利の2種 類の具体的権利について説示 した
33)

点に意義がある。 とくに、飲料水確保の権利を身体権に係るもの として、飲用 ・

生活用水確保の権利を平穏生活権に係 るもの として位置づけ、水利用の用途を

意識 して保護法益について考察 し、それを権利構成 したところに特徴を見出す

ことができる。

裁判所が、平成元年に浄水享受権を否定 し、その3年 後には実質的に同権利

を肯認するという立場の転回に至った背景には、何が存在するのであろうか。

その原因のひとつとして、水道水源の水質に起因する問題、 とくに水道水中か

ら検出される トリハロメタンの問題に注目が集 まる等、飲料水の安全 を確保す

るための環境保護意識の高 まりとともに、水道原水か ら有害物質を排除する施
:,4,

策の要請が影響 していたと推論で きよう。

(5)定 着期(平 成6年 以降)

平成6年 には、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」および 「特

定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」

(いわゆる 「水源2法 」)の制定により、水道水の安全を確保するための水道水

源に対する規制立法が手当てされ、それ以降、仙台地裁平成4年 決定の影響を

受けた裁判例が集積 してい くことになる。

①仙台地裁平成4年 決定の影響

以下に取 り上げる裁判例は、仙台地裁平成4年 決定の立場を継受 した と考え

られ るケースである。

熊本地決平7・10・31判 時1569号101頁 は、産業廃棄物安定型最終処分場か

らの有害物質の漏出によ り地下水汚染が惹起 され、周辺住民の飲用 ・生活用水

を確保する権利が侵害されるおそれがあるとして被保全権利を認めたが、将来

生ずべき侵害を予防 しつつ、本件処分場建設の必要性を満たすために、当処分
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場については埋立て予定地内に保有水および雨水等の埋立地からの浸出を防止

することができる遮水工を設けることを条件 として、同処分場の建設、操業を

認めるのが相当であると判断 して、条件付 きでその建設、使用、操業の差止め
35)

を命 じた。当該決定の理論的根拠は、「適切な質量の水を確保する権利」につい

て、人格権 としての身体権および平穏生活権の一環 として位置づ け、それが侵

害された場合には差止請求がで きると判断 している点にあるから、仙台地裁平

成4年 決定の強い影響を受 けていると思われる。本決定 は、平成4年 決定を踏

襲 しつつも、地下水汚染とそれに関連する汚染の蓋然性 について総合的に考察
36)

したところにも特色がある。

福岡地田川支決平10・3・28判 時1662号131頁 もまた、人格権 の具体的内容

として先に述べた2種 類の 「適切な質皿の水を確保する権利」にっいて判示 し

ている点において、平成4年 決定の理論に追従 した裁判例である。本決定は、

産業廃棄物安定型最終処分場の有害物質を含んだ浸出水の流出および地下への

浸透によって、付近の井戸および浄水場の水源を汚染する高度の蓋然性が認め

られ ること等を理由に、人格権に基づ く差止請求権について被保全権利の存在

が認められるとした うえで、いったん本件処分場の操業により侵害が生 じた と

きは債務者にその原状回復の技術や資力はな く、この汚染を除去することは極

めて困難であるため、人格権 を被保全権利 とする保全の必要性が存するとし、
37)

当処分場の建設、使用および操業禁止の仮処分の申立てを認容 した。
axe

一般廃棄物最終処分場の操業の差止請求を否定 した事案ではあるが、福島地

いわき支判平13・8・10判 タll29号180頁 は、今まで論 じられてきた 「適切 な

質量の水を確保する権利」について、はじめて 「浄水享受権」 という概念を使っ
39)

て判示 した判決である。本判例は、人格権 としての身体権の一環 として、質量

とも生存 ・健康を損なうことのない水を確保する権利について 「身体権 として

の浄水享受権」 と呼び、人格権の一種 としての平穏生活権の一環 として、適切

な質量の生活用水、一般通常人の感覚に照 らして飲用 ・生活用水 に供するのを

適当とする水を、受忍限度 を超えて恋われない権利について 「平穏生活権 とし
40)

ての浄水享受権」 と称 し、両者をあわせて 「浄水享受権」 として説示する。か

か る説示は、平成4年 決定 において判示された 「適切な質量の水 を確保する権

利」が人格権の具体的内容 を表す権利 として裁判において定着 した証左である
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とい え よ う。
41)

水戸地判平17・7・19判 時1912号83頁 は、産業廃棄物安定型最終処分場の建

設等差止めに関するケースにおいて水道利用者の差止請求をはじめて溜容 した
42)

判決である。当該判決は、わが国の水道水源の水質保全に関連する制定法を列

挙 し、 これらの法の趣旨から、水道水の安全性の確保が国民の生活上不可欠な

要請 とされていることを述べたうえで、 「我が国の法制度上、健康な生活を営む

基礎 として、安全性の確保された水道水の供給を受ける利益を享受することは、

国民に保障された法的に保護 された権利であるというべ きであり、体内に摂取

しても健康等に悪影響を及ぼすことのない安全な水道水を享受する権利は、人
43)

格権の一種 として保護 されている」 と判示する。ここでは、浄水享受権 につい

て 「安全な水道水を享受する権利」 として説述 されているため、水道水供給と

いう限 られた場面であることに注意を払 うべきであるが、裁判所が浄水享受権

から水道水の安全性の確保について具体的に論を展開 した意義は大きいと思わ

れる。

②身体権 としての浄水享受権 と平穏生活権 としてのそれとの関係

このような2種 の浄水享受権 に言及 した裁判例の存在にもかかわらず、水戸

地決平ll・3・15判 時1686号86頁 は、人格権の内容 として、身体権の一環 とし

ての 「生命 ・健康に危険のない質の飲料水 ・生活用水を確保する」権利のみを

論 じ、平穏生活権の一環 としての浄水享受権には触れていない。 これは、身体

権 としての浄水享受権の侵害を認めれば、平穏生活権 としてのそれに論及する

必要はない と考 えたためであろう。なぜなら、平穏生活権 は、身体権の侵害に

至 らなかった場合の精神的平穏を確保する権利であるので、身体権 としての浄

水享受権の侵害が認容 されなかった ときに、はじめて保護の対象 となる性質を

有すると考えられるからである。

人格権 としての 「適切 な質量の水を確保する権利」について検討す る際に、

身体権の一環 としての浄水享受権のみを論 じたものとして、ほかに鹿児島地決

平12・3・31判 タ1044号252頁 がある。鹿児島地裁は、産業廃棄物管理型最終

処分場の遮水工が将来的に破損する可能性を否定できないこと、遮水工から漏

水 した有害物質を含んだ浸出水が地下水や井戸水に混入する可能性が高いこと

等の理由により、債権者 らのうち井戸水を飲用水 ・生活朋水 として利用する者
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にっいては、飲用水 ・生活用水 を確保および使用する権利が侵害される可能性

を認め、当該権利が生存に係 る重要な権利であることにL一み、 この権利侵害に

っき受忍限度 を超えるもの と判断 して、工事差止めの仮処分を認容 した。本件

において、人格権侵害 として考慮されている具体的内容は、「人体に対する影響」、

つ まり健康被害であり、身体権の一環 としての浄水享受権のみを検討 している

ことがわかる。

浄水享受権に内包される平穏生活権の実質を身体権に引き寄せて解釈する判

例がある。福岡高判平15・10・27判 タll68号215頁 は、「適切な質量の水 を確保

する権利」につき、「生命の安全 ・身体の健康を保全する権利」の一内容 として

のみ理解 されるべ きであるとする。すなわち、 「一般通常人の感覚 に照 らして、

飲用 ・生活用に供するのを適当 とす る水を確保する権利」について、「生命の安

全 ・身体の健康を保全する権利の一内容 としてのみ理解されるのであって、 こ

れと関連な しに(生 命、健康の侵害、侵害のおそれとは無関係に)、差止請求権

の根拠 となるような人格権 として、 これを認めることはできない」 と判示 して、

生命 ・健康の侵害またはそのおそれ とは無関係である浄水享受権 は、差止請求

権の根拠 となる独自の権利 としては認められないと論及するのである。 この趣

旨は、浄水享受権の性質について、生命および健康に係 る人格権か ら切離され
44)

た権利ではないことを強調 したものであるといえよう。

さらに、浄水享受権の核心は身体権 にあると解 し、平穏生活権 としての浄水

享受権 について消極的な立場を明示す る判例 も存在する。千葉地判平19・1・

31判 時1988号66頁 は、平穏生活権の一種 としての浄水享受権につ き、「水が科

学的に飲用 ・生活用水 として適当であることが不明であるにすぎない場合にも、

これを飲用 ・生活用水に供することにつき不安を感ずる者があるとして も、有

害物質が不特定である上に、当該水が有害か否かも不明なままでは、抽象的な

不安感を超える具体的な利益が侵害されたとはいい難い」 と述べたあとで、「具

体的に人体 に有害な物質を特定せず抽象的な人体への危険性 を主張するにすぎ

ない場合において、飲料水に使用することについての主観的な不安だけを根拠

として、そのような水 を排出する施設の建設等の差止めを求めることができる

と解することはできない」 として、原告の主観的な不安を直ちに法的保護の対
45)

象 とすることはできないと判断する。つ まり、浄水享受権の侵害 として差止請
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求が認められるためには、水に含有される有害物質 を特定 し、それによる人体

への具体的な危険性 を証明することによって、抽象的な不安感を超える具体的

な利益が侵害されることを論証 しなければならない と解 したのである。生命 ・

身体に対する侵害の具体的危険性がある場合には、身体権 としての人格権侵害

の蓋然性が高いと解されるから、 このような具体的危険性の立証を求める当判

例の立場は、平穏生活権を独立 した保護法益 として認めることに消極的な態度

を採っていると考 えられる。

③水道事業者による差止請求

廃棄物処理施設の建設 ・操業の差止めをめ ぐる一連の裁判例のなかで、処分

場岡辺の住民ではなく、水道事業を行う公共団体が原告となったケースがある。

長野地判平12・1・26判 時1752号ll5頁 は、住民に給水義務を負 う水道事業者

(村)が 、産業廃棄物安定型最終処分場の建設による水源汚染のため水道用水の

給水が困難になることを理由に、自らが所有す る水源地の所有権に基づいて処

分場建設の差止めを請求 し、それが認容 された判決である。裁判所が水道事業

者に住民への給水義務 を履行 させるために差止めを認めたことは、結果的に水

道事業者の差止請求によって住民の人格権および生活利益が保護されることに

なったといえよう。本件では、原告が水源地を所有する水道躯業者であったが

ゆえに、水源地の所有権に基づ く差止請求が可能であった。そうでなければ、

他の票案 と同様に、水道利用者である周辺住民たちが原告 とな り、自らの人格

権に基づいて建設の差止めを求めざるをえなかったであろう。判例の立場によ

れば、水源に対する水利用権限を有 しない者が差止請求をする場合 には、その

法的根拠を請求者の人格権 に求めるしかないという事情が、この種の差止訴訟

の共通項 として浮き彫 りになっているのである。この意味において、水質汚濁

に関する差止訴訟においては、水源地の所有権や水利権のような水利用権限を

有する者によってその権限に基づいた差止請求がなされると、内容 と外延の明

確な物権をその論拠 とすることにより、法的安定性が確保され ることになる。

したがって、水源地所有者や水利権者のような水利用権限をもつ者が差止請求

の主体 となることが望ましいといえよう。

ここで補論的に、水道事業者のケースではないが、汚染のおそれがある井戸

水に代わる上水道の設置について言及 した判例について取 り扱いたい。鹿児島
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地判平18・2・3判 時1945号75頁 は、産業廃棄物管理型最終処分場か らの未処

理の浸出液には高濃度の有害物質が含有される蓋然性があり、それが原告 らの

利用する井戸水 に混入する蓋然性 も認められるとし、本件処分場設置の必要性

およびその公共性 を含めた諸般の事情 を考慮 して も特段の事情があるとはいえ

ないから、それによって生じうる健康被害は受忍限度を超えるものであると判

断 したうえで、被告の費用負担による上水道の設置については、上水道設置計

画の詳細やその実現可能性が明 らかでない現時点では、受忍限度を超えない理

由として考慮するのは相当でないとした。処分場設置の必要性およびその公共

性を考慮 して も、生 じうる健康被害につき受忍限度を超えると認めた点、およ

び代替手段の詳細やその実現可能性が不明なことを根拠に、代替手段の提供 を

受忍限度の判断の枠外に置いた点が特筆に値する。

さらに、水道水源保護条例 に関する最近の判例 についても付言する必要があ

ろう。近時、安全な水道水を確保するためには法の規制のみでは限界があると
4G)

して、市町村が水道水源保護条例を制定 して独自に規制に乗 り出す傾向がある。

このような条例の大部分は、法 との抵触を回避するため、水道法2条1項 を根

拠 として掲げ、廃棄物処理施設のほか、ゴルフ場、採石業等を規制の対象 とし
47)

ている。

三Y県 紀伊長鳥町が制定 した水道水源保護条例は、町長が指定する水源保護

地域において水道に係る水質を汚濁させ、または水源の枯渇をもたらすおそれ

のある車業を行 う工場等を規制対象事業場 と認定することができる旨を規定 し、

罰則をもって規制対象事業場の設置を禁止 している。ここでの皐案は、原告が

産業廃棄物中間処理施設の建設計画を した ところ、被告(紀 伊長島町)が 当該

施設は同条例2条5号 所定の 「水源の枯渇をもたらし、又はそれ らのおそれの

ある工場、その他の事業場」に該当すると認定する処分を したため、右処分の
48)

取消 しを求めたケースである。津地判平9・9・25判 タ969頁161頁 は、本件取

水について恒常的に当該施設計画地の地下水酒養量 を上回 り、水源の水位を著

しく低下 させ るおそれがあると認定 し、町の認定処分を適法 と判断 し、原告の
49)

訴えを棄却 した。控訴審である名古屋高判平12・2・29判 タ1061号178頁 もま

た、水源枯渇のおそれがあることを認めるとともに、当該条例が廃棄物処理法
50)

に違反 して無効 ということはできないと判示 して、控訴を棄却 した。 これに対



水資源の保護 と差止請 求(1) /45

し、最判平16・12・24民 集58巻9号2536頁 は、本件条例の規定する事前協議の

手続 きにおいて、上告人の立場を踏まえて、十分な協議を尽 くし、地下水使用

量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護の目的にかなう適正なものに改

めるように、町が適切な指導をし、上告人の地位を不当に害することのないよ

う配慮すべき義務があり、本件処分がそのような義務に違反 してなされた もの
51)

である場合には違法 となるとして、原判決を破棄 し差戻 した。本判決は、水源

の枯渇防止を目的として事業者の取水量につき枯渇をもたらさない程度 に制限

することと、規制対象 となる事業者の権利保護 との調和を図るために、事前協
5'L)

議の手続 きを適正に実施することを求めていると解せ られる。

控訴審判決が、水循環を考慮 した流域の水収支の角度か ら、地下水利用権限

の合理的制約 に言及 した点を看過 してはならない。すなわち、適正な水資源の

利用について、流域全体の水収支がマスナスにならないように配慮すべ きであ

り、そのためには利用者がその敷地面積に応 じた酒養量 を遵守 しなければなら

ない としたうえで、水循環の理念の下では、地下水は地下水脈を通 じて流動す

るものであり、その量 も無限ではないか ら、土地所有者に認められる地下水利

用権限も合理的な制約を受 けることになると論及 したのである。当判決にいう
53)

地下水利用権限の合理的制約とは、流域単位における水収支の均衡を維持する
54)

ために、地下水の酒養量を遵守 しなければならない とす るものであるから、地

下水流を有する土地所有者間における水の共同利用 という枠 を超えて、流域住

民全体にわたる地下水利用の共同享受 という視座が入っている。このような見

地 は、土地所有者間における地下水利用の共同享受性を流域住民まで拡張する

ことによって水源を保全 し、流域住民の 「適切な質量の水を確保する権利」を
55)

保護 していると解することがで きよう。

(未完)

注

1)国 土交通省土地 ・水資源局水資源部編 『平成21年 版 日本の水資源 一 総合水資源管理の

推進 一 』(ア イガー、2009年)104頁 は、 ミネ ラルウォーターの年間生産実績の急激な伸

長 とともに、浄水器の家庭への普及 を挙 げ、おい しい水 に対する国民の関心の高 まりを指

摘す る。

2)国 土交通省土地 ・水資源局水資源部 ・前掲注G)102頁 以下参照。
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3)わ が国では、戦後の高度経済成長 によって産業構造が変容する以前においては、水利権

侵害のケースは、大部分が農業水利 に関す る水量 をめ ぐる紛争であった。

4)近 時の水質汚濁に関す る事案は、廃棄物処理施設か ら有害物質が浸出 して地下水等を汚

染す るおそれがあるケースが目立っている。詳細は、拙稿 「人格権 としての浄水享受権 に

ついて 一 廃棄物処理施設をめぐる差止裁判 を契機 として 一 」創価法学35巻2号(2005

年)75頁 以下参照。

5)本 論説の考察対象は、判例集等に登載された裁判例に限定 される。 したがって、 これを

もって水質汚濁に関する差止訴訟の傾向が正確に析出できるとは限 らないが、全体像の輪

郭 を把握す るための、さ しあたっての目安 とすることはできる と思われる。

6)昭 和20年 か ら61年 までの差止請求 に関する学説および判例の推移について は、大塚直

「生活妨害の差止 に関す る基礎的考察(1) 、(2)」 法学協会雑誌103巻4号(1986年)642

頁以下、6号(1986年)lll3頁 以下が詳細であ る。

7)沢 井裕 「判批」法律時報36巻2号(1964年)88頁 は、本判決について差止 めを認容 し

た点および加害行為の公共性を理由 として も個人の生活権 を侵害することは許されない と

した点で、高 く評価 され るべ きであると論及する。 また、同90頁 において、井戸水汚染を

問題 としたのは当判決が最初で あろうと述べ る。

8)損 害賠償 は認めるものの、施設の収去については否定 した裁判例 として、前橋地沼田支

判昭48・4・26判 時715号97頁 があ る。

9)山 本進一 「判批 」加藤=淡 路編 『公害 ・環境判例』別冊ジ ュリス ト43号(1974年)36

頁以下参照。

10)水 利権の特徴は、水利使用の 目的および その必要性の範 囲内に限 り流水の利用がで き、

これ らがな くなれば権利 も消滅 するとい う点にある。

1D昭 和45年 には、さ らに水質汚濁防止法および公害紛争処理法が制定 されている。

12)山 口和男 「判批」判例タイムズ269号(1972年)71頁 は、本判決が差止請求の法的根拠

を人格権侵害に求めていることを詣摘 した うえで、現段階では法的安定性の観点か ら居住

者の土地 ・家屋の物上請求権に求める物上請求権説の方 が妥当である と批評す る。

13)國 井和郎 「判批」森 島=淡 路編 『公害 ・環境判例百選』別冊 ジュ リス ト126号(1994年)

17頁 は、 「本件 は嫌忌施設 に係 る本格的な鑑止の嗜矢 といえる」 と言及す る。

14)國 井 ・前掲(13)16頁 。片岡直樹 「判批」淡路=大 塚e北 村編 『環境法判例百選』別冊

ジュ リス トi71号(2004年)14頁 は、 「とりわけ焼却施設の建設差止めの先駆例 として?R

要である」 と指摘す る。

15)伊 藤進 「判批」判例時報715号(1973年)137頁 は、公共嫌忌施設の設置 と予定地域住

民の被害救済 との関係について、本判決が差止めを認容 したことによって、当時 において

後者 の救済面に優位性を認 める傾向にあると論 じている。

is)大 塚直 「生活妨害の差止に関する裁判例の分析(1)」 判例 タイムズ645号(1987年)

21頁 。

17)昭 和50年 代にはごみ焼却場 または埋立処理場の建設差止の仮処分申請が多発 したが、そ

の根拠は、当該処理施設の建設 ・稼働 による悪臭、騒 音、排煙等の大気汚染、土壌汚染、

水質汚濁等の発生であり、いわば複合汚染または環境一般の侵害であるといえる。したがっ

て、箏案によっては、水質汚濁を理 由としてあげるものもあれば、 これ をあげない もの も
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存在する。本稿では、処理施 設の立地の地理的状況等 によって水質汚濁を差止甜求の主な

理由 として取 り上 げてい るケースを扱 うことに した。

18)大 塚 ・前掲(16)21頁 は、この時代 の特質を 「差止判決の沈滞化傾向」 と指摘する。

19)潮 海一雄 「判批」判例時報777号(1975年)149頁 は、差止めが認容された 申請人 らの

被保全権利について、 「本判決は、漁業権 および人格権(健 康被書の蓋然性が高い として

いること)に 依拠 しているように思われ る」 と言及す る。 また、東孝行 「判批」判例 タイ

ムズ323号(1975年)ioO頁 も、 「絶対権説中物権説 ない し人格権説に よっている」 と評釈

する。

20)森 島昭夫 「判批」森 島=淡 路編 『公害 ・環境判例百選』別冊 ジュリス ト126号(1994年)

65頁 。

21)北 河隆之 「判批」淡路=大 塚=北 村編 『環境法判例百選』別冊ジュリス ト171(2004

年)59頁 。

22)潮 海一雄 「判批」法律時報55巻4号(1983年)179頁 。

23)窩 井利安 「判批」森島=淡 路編 『公害 ・環境判例百選』別冊ジュリス ト126号(1994年)

75頁 は、 「蓋然性 の有無の判断につき受忍限度 とい う考 え方 を とるべきではない」 と言及

す る。

24)田 井義信 「判批」森島=淡 路編 『公書 ・環境判例百選』別冊ジュリス ト126号(且994年)

7且頁は、判例の多数が当該判決の見解に立つ と指摘す る。

25)大 塚直 「生活妨審の差止 に関する裁判例の分析(2)」 判例タイムズ646号G987年)39

頁。 なお、東孝行 「判批」淡路=大 塚e北 村編 『環境法判例百選』別冊ジュ リス ト171号

(2004年)27頁 は、 「立証責任 を負担する側が一応の証明をすれば、相手側が反証 を提出 し

ない限 り証 明があるもの とす るという、事実上の推定説 をとったもの と解すべ きであ り、

立証責任の転換 を肯定 したものではない」 と論述す る。

26)大 塚直 「生活妨害の差止 に関す る裁判例の分析(4・ 完)」判例 タイムズ650号(1988

年)36頁 は、戦後か ら昭和61年 までの期間において、水質汚濁のケースでは 「被害発生

の蓋然性の低い ことを最大の理 由として、差止請求を棄却ない し却下 した ものが9割 に」二っ

ている」 と分析す る。

27)国 営空港の差止請求を不適法 とした昭和56年 大阪国際空港公審訴訟上告審判決や地域住

民の当導者適格性 を否定 した昭和60年 豊前火力発電所操業差止訴訟上告審判決等、差止め

を突質的に却下 する判決が続出 していることから、この沈滞化傾向は、水質汚濁に限らず、

公害一般 に関する差止訴訟の潮流で もある。

28)浄 水享受権 については、従来 、環境権 に関する判例 において権利の主体 ・客体 ・範囲等

の権利内容の抽象性お よび不明確性がその否定の根拠 とされて きたことに対 して、環境権

の内容をより個別具体的にする必要があり、この要請に応えて主張 された ものであった(折

田泰宏=在 間秀和e西1]徹 「琵琶湖訴訟 の判決をめ ぐって」公害研究19巻1号(1989年)

46,47110)0

29)1.1」村恒年 「判批」ジュリス ト942号(1989年)81頁 は、①にっいて 「権利の侵害の有無

の問題で権利 その ものの否定理 由とはな らない」、② について原告 らは 「流水 の所有権を

問題 に しているわけではない」等 と批判す る。

30)淡 路剛久 「判批」淡路=大 塚=北 村編 『環境法判例百選』別冊 ジュリス ト1713;(2004
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年)71頁 は、浄水享受権について 「環境権の一種、つ まり個別的環境権である」 と論じる。

3DI.1.1村 ・前掲注(29)81頁 。

32)坂 口洋一 「判批」淡路=大 塚=北 村編 『環境法判例百選』別冊ジ ュリス ト171号(2004

年)140頁 以下参照。

33)淡 路剛久 「廃棄物処分場をめ ぐる裁判の動 向 一 人格権 としての平穏生活権の進展 一 」

環境 と公害31巻2号(2001年)12頁 は、本決定が平穏生活権を法的保護の対象 としてい

ることに注目 し、「人格権の一つ としての平穏生活権が確立 しつつある」 と述べた うえで、

「精神的平穏や平穏な生活を侵害 しているか どうかは、一般通常人の感覚を基準 と してい

る」 と論及 し、当決定が一・般通常人の感覚 を判断基 準 としてい る点 にも注意を払 う。

34)平 成2年 には、生活環境審議会が 「今後の水道の質的向上についての方策 について」を

答申 し、平成4年 には、水質基準に関する答申を出 した。平成2年 の答串は、水道水源の

水質保全 のため、水 源」二流に立地 する汚染源に対す る規制の必要性 を指摘 している。

35)本 決定のような条 件付仮処分命令がw?め られ るか否かについて は、議論の余地がある。

これについては、清水正憲 「判批」私法判例 リマー クス14号(1997年)142頁 以下が詳細

で ある。

36)拙 稿 ・前掲注(4)79頁 。

37)坂 本慶一 「判批」判例 タイムズ1036号(2000年)296頁 以下参照。

38)産 業廃棄物最終処分場の操業の差止請求 を否定 したケースとして、前橋地決平13・10・

23判 時1787号131頁 がある。本決定 は、安定型最終処分場の施設に実施され る安全対策の

有効性が一応認められる として、原告であ る住民側 を敗訴 させた。 なお、処分場の操業開

始後 にその使用、操業の差止めの仮処分を申請 した廓案である大分地決平7・2・20判 時

1534号104頁 は、住民の 「安全な飲用水を確保する権利」を認めた うえで、飲用水汚染の

高度 の蓋然性 はないが、住民の建物敷地の地盤崩壊の危険性があ るとして申立てを認容 し

た。

39)本 判決は、処分場 の操業が原告 らの浄水享受権 を侵害す るものではない と判断 し、操業

差止めおよび廃棄物等の撤去 を求める原状回復uf;求は理 由がない とする とともに、不法行

為 を構成 しないため不法行為 に基づ く損害賠償甜求 も理由がない として、原告の請求をい

ずれ も棄却 した。 また、当判決は、侵害発生の高度の蓋然性の証明に関 して原告の証明責

任の軽減 を図っている点 において も意義 を有する。

40)こ こで いう 「浄水享受権」 とは、仙台地裁平成4年 決定で論 じられた 「適切な質ifの 水

を確保する権利」 を指 し、大灘地裁平成元年判決で論及された浄水享受権 と内容が完全に

一致 する概念で はない。後者は、水源の清浄さを内容 とす る権 利 として解されてい るが、

前者 は、水質に加 えて水量も権利の保護対象 となっている点に留意すべきである。

41)本 判決 は、水戸地決平11・3・15判 時1686号86頁 の本案訴訟 によるもので ある。

42)飯 塚和之 「判批」判例 タイムズ1211号(2006年)29頁 は、本判 決にっいて、差止請求

の根拠 を人格権 としての浄水享受権 に求 め、同権利の性質 ・内容を詳細に検討する ととも

に、この種の差止訴訟における立証責任の あり方 につき今後のモデル とな りうる判断 を示

した点を評価す る。

43)飯 塚 ・前掲(42)32頁 は、 この判示部分をもって、浄水享受権 なる概念が裁判所によっ

て承認 された と判断する。
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44)な お、本判決は、一般廃棄物最終処分場から人体 に有害 である物質が漏洩することによ

り控訴人 らの生命 ・健康 に被害を与える蓋然性が高いと認 めることはできない として、控

訴を棄却 した。

45)本 判決は、産業廃棄物管理型最終処分場の建設、使用および操業 によって侵害 されるお

それのあ る原告 らの利益が、身体的人格権に基づ く重大な ものであ り、被害の回復が困難

な ものであることを考慮す ると、事後的な行政的な手続 きのみによって、原告 らに対する

違法な侵害のおそれのある行為 を十分予防することはで きない として、請求を一部認容 し

た。

46)廃 棄物処理施設の立地条件に適 しているとされる市町村が、自衛手段 として同条例を制

定 している場合が多い(朝 日新聞2001年5月1日 参照)。

47)大 久保規子 「判批」ジ ュリス ト1291号(2005年)56頁 。

48)本 件は、水源枯渇のおそれについて争われた事案 であるが、水源保護のためには水質保

全 の観点が不可欠であ ることか ら、本稿 において取 り上げるこ ととした。

49)1.1.1代義雄 「判批」判例地方 自治183号(1999年)33頁 以下参照。

50)徳 島地判平14・9・13判 自240号64頁 は、水道水源保護条例 について、法 と目的を同じ

くする二重規制で あり、違法であ るとす る。

51)宇 賀克也 「判批」判例 タイムズ1215号(2006年)275頁 は、「X〔上告人〕が設 置許可

申'ul=の準備中であることを認識 した紀伊長 島町が、それを契機 として本件条例 を制定 した

という経緯 を重視 してお り、その ような事情がない場合にまで本判決の射程を及ぼそうと

するものではない」 として、当判決につ きおよそ事業準備 中の者一般に対 して配慮義務が

ある と言及 しているわけではない と論評す る。

52)杉 原則彦 「判批」ジュ リス ト12893;(2005年)2且3頁 。

53)地 下水利用権限の合理的制約 とい う考え方 は、地下水を共同資源 と捉 えた松LLI地宇和島

支判昭41・6・22下 民集 且7巻5=6号490頁 に遡 ることがで きる。

54)こ こにい う地下水酒養璽の遵守 は、土地 の所有者全般に求められているわけではな く、

水道水源保護条例等によって水源保護地域 に指定 された土地の所有者 に対 して3t'u!Jされて

いる点に留意 しなければならない。

55)拙 稿 「土地所有権 と地下水法 一 地下水の法的性質を中心 として」『都市 と土地利用(稲

本洋之助先生古稀記念論文集)』(日 本評論社、2006年)55頁 。

【付 記】 本稿 は、2009年 度 科学研 究費補 助 金(基 盤 研 究C、 課題 番号21530098)に

よる研究成 果 の一 部で あ る。 また、校 正 の段 階で 、神 戸秀彦 「産 業廃 棄物 処分 場

に関す る最近 の民 事差 止 め二判 決(全 隈 ・鹿屋)に つ いて 一 人 格権 論 ・立証 責

任 ・廃 棄物 処理法 に注 目して 一 」 渡辺洋 三先生 追悼論 集 『日本社 会 と法rl;'r一

歴史 、現 状 、展望 』(日 本 評論社 、2009年)295頁 以下 に接 した。

(本学法学部教授)


